
 

 

 

 

 

 

 

 

 

今まで、６５歳以上の労働者を雇用した場合、雇用保険

の被保険者とはなれませんでしたが、平成２９年１月以

降は６５歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」

として雇用保険の適用の対象となります。 

平成２８年１２月末までは、「高年齢継続被保険者」 

（６５歳に達した日の前日から引き続いて６５歳に達し

た日以後の日において雇用されている被保険者）となっ

ている場合を除き適用除外です。 

○ 平成２９年１月１日以降に新たに６５歳以上の労働

者を雇用した場合 

雇用保険の適用要件である、１週間の所定労働時間が２

０時間以上であり、３１日以上の雇用見込みがあること

に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用

保険被保険者資格取得届」（以下「資格取得届」という。）

を、被保険者となった日の属する月の翌月１０日までに

提出してください。 

○ 平成２８年１２月末までに６５歳以上の労働者を雇

用し平成２９年１月１日以降も継続して雇⽤してい

る場合 

雇用保険の適用要件である、１週間の所定労働時間が２

０時間以上であり、３１日以上の雇用見込みがあること

に該当する場合は、平成２９年１月１日より雇用保険の

適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「資

格取得届」を、平成２９年３月３１日までに提出してく

ださい。 

○ 平成２８年１２月末時点で高年齢継続被保険者（６５

歳に達した日の前日から引き続いて６５歳に達した

日以後の日において雇用されている被保険者）である

労働者を平成２９年１月１日以降も継続して雇用し

ている場合 

ハローワークへの届出は不要です。 

（自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ＆Ａ 

Ｑ１  

平成２９年１月１日以降に新たに雇用した６５歳以上の

労働者だけが対象となりますか。それとも、平成２８年

１２月末までに雇用した６５歳以上の労働者がいますが、

平成２９年１月１日になったら雇用保険の加入手続きを

しなければならないのですか？ 

Ａ１ 

平成２９年１月１日以降に６５歳以上の労働者を新たに

雇用した場合だけでなく、平成２８年１２月末までに雇

用した６５歳以上の労働者についても、対象となります。 

Ｑ２  

平成２８年１２月末までに雇用した６５歳以上の労働者

について、適用要件に該当するかどうかはいつの時点で

判断しますか？ 

Ａ２ 

適用要件に該当するかは、平成２９年１月１日時点で判

断してください。資格の取得日は平成２９年１月１日と

なります。なお、事業主や労働者の希望の有無にかかわ

らず、要件に該当すれば必ず適用となります。 

Ｑ３  

６５歳以上の方も雇用保険料を徴収するのですか？ 

Ａ３  

保険料の徴収は、平成３１年度までは免除となります。 

 

 

 

平成２９年１月１日以降、６５歳以上の労働者につい

ても、「高年齢被保険者」として雇⽤保険の適用の対象と 

なることから、高年齢被保険者として離職した場合、受

給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付⾦が⽀給（年

金と併給可）されます。 

なお、給付⾦を受けるには、離職後に住居地を管轄す

るハローワークに来所し、求職の申込みをしたうえで、 

受給資格の決定（※１）を受ける必要があります。 
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雇用保険の適用拡大等について 

高年齢求職者給付金について 



その後、ハローワークから指定された失業の認定日にハ

ローワークに来所し、失業の認定を受けることで、被保

険者であった期間に応じた金額が支給（※２）されます。 

（※１） 

受給資格の決定には、以下の要件を満たす必要がありま

す。 

・離職していること 

・積極的に就職する意思があり、いつでも就職できるが

仕事が見つからない状態にあること 

・離職前１年間（病気やけが等により働けない期間があ

った場合はその期間を加えることができることがあり

ます）に雇用保険に加入していた期間が通算して６か

月以上 

（※２） 

被保険者であった期間が１年以上の場合 

：基本手当日額の５０日分 

被保険者であった期間が１年未満の場合 

：基本手当日額の３０日分 

・基本手当日額は、離職前６か月の賃金総額を１８０で

割った額のおよそ５０％〜８０％ 

 

 

 

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべて

の地方最低賃金審議会が、今日までに答申した平成２８

年度の地域別最低賃金の改定額（以下「改定額」）を取り

まとめました。 

これにより千葉県の最低賃金は、平成２８ 年１０ 月 

１ 日から９４２円に引き上げられます。 

 

◆最低賃金の適用範囲 

常用・臨時・パート・アルバイト等の属性、性別、国 

籍、年齢の区別なく、すべての労働者に適用されます。

また、派遣中の労働者については、派遣先の事業所に 

適用される最低賃金が適用されます。 

 

◆最低賃金に算入されない主なもの 

①精皆勤手当、通勤手当、家族手当 

②所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に 

対して支払われる手当 

③臨時に支払われる賃金 

④賞与等１ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 

千葉県近郊の改正状況は以下の通りです。 

平成２８年１０月１日発効       （単位：円） 

都道府県 ２８年度 ２７年度 引き上げ額 

埼 玉 ８４５ ８２０ ２５ 

千 葉 ８４２ ８１７ ２５ 

東 京 ９３２ ９０７ ２５ 

 

 

 

平成２８年９ 月分（１０ 月給与支給分）から、厚生年 

金保険の保険料率が「１7．828％」⇒「１8．182％」 

に引き上げられます。 

今後、毎年 0.354％ずつ引き上げられ、平成２９ 年９ 月 

以降は 18.3％の上限で固定されます。また、厚生年金基 

金に加入されている事業所の方は、保険料率が異なる場 

合がありますので、ご加入の厚生年金基金に確認くださ 

い。 

なお、厚生年金保険料率の改定と算定基礎届による標準 

報酬月額の改定は同じ月に行います。 

◆９月分以降の保険料率（協会けんぽ・千葉） 

本年９月分以降、厚生年金保険の保険料率が引き上げ

られ、健康保険、介護保険、厚生年金保険の保険料率

は以下の通りとなります。 

なお、協会けんぽの健康保険料率は、都道府県毎に異

なります（介護保険料率は全国一律）。 

また、健康保険組合の保険料率は、組合ごとに異なる

ので、それぞれの健康保険組合に、ご確認下さい。 

 

★ 協会けんぽ千葉の場合 

 
事業主 被保険者 合計 

健康保険 4.965％ 4.965％ 9.93％ 

介護年金 0.790％ 0.790％ 1.58％ 

厚生年金 9.091％ 9.091％ 18.182％ 

 

地域最低賃金の改定について 

 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

労使間トラブルの相談  

就業規則等の人事制度構築 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

厚生年金保険料率が引き上げられます 


